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1. 概要 

本資料は，Ⅵ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」にて，「発

電用火力設備の技術基準を定める省令」を引用している「可搬型発電設備技術基準

（ＮＥＧＡ Ｃ ３３１-2005）」（以下「可搬型発電設備技術基準」という。）の

準用を確認した可搬型の非常用発電装置の内燃機関が，十分な強度を有することを

確認するための強度評価方針，強度評価方法について説明するものである。 
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2. 強度評価の基本方針 

非常用発電装置（可搬型）の内燃機関の強度評価は，常設の非常用発電装置の内

燃機関と同様に耐圧部の強度評価を行う。ただし，可搬型発電設備技術基準には耐

圧部の強度に関連する事項がないため，完成品として一般産業品の規格及び基準に

より，耐圧部が要求される強度を有していることを確認する。 

 

2.1 評価対象設備 

強度評価を行う非常用発電装置（可搬型）の内燃機関を表１に示す。 

 

表１ 強度評価の対象設備 

施設 

分類 
強度評価の対象設備 

そ
の
他
発
電
機
用
原
子
炉
の
附
属
設
備 

・高圧発電機車ディーゼル機関 

・可搬式窒素供給装置用発電設備ディーゼル機関 

・緊急時対策所用発電機ディーゼル機関 

 

2.2 評価方法の選定 

強度評価については，内燃機関等を含めた一体構造品の完成品として製作され

ている非常用発電装置（可搬型）が重大事故等時に給電で要求される強度を有す

ることを確認するため，「日本電機工業会規格 ＪＥＭ－１３５４」（以下「Ｊ

ＥＭ－１３５４」という。）又は「日本電機工業会規格 ＪＥＭ－１３９８」（以

下「ＪＥＭ－１３９８」という。）に規定される温度試験により，非常用発電装

置（可搬型）が内燃機関等を含めた一体構造品として，定格負荷状態において安

定した運転が維持されることの確認による評価を実施する。 
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3. 強度評価方法 

非常用発電装置（可搬型）は，ＪＥＭ－１３５４又はＪＥＭ－１３９８に規定さ

れる温度試験により，強度の要求を満たしていることを以下のとおり確認する。 

また，温度試験による強度評価は，対象となる非常用発電装置（可搬型）又はそ

の発電装置と同一型式の発電装置の試験結果にて実績を確認する。 

 

3.1 ＪＥＭ－１３５４又はＪＥＭ－１３９８に規定される温度試験による評価 

(a）使用条件に対する強度の確認 

ＪＥＭ－１３５４又はＪＥＭ－１３９８に基づいた温度試験により，対象とな

る非常用発電装置（可搬型）の定格負荷状態における最高使用温度が，メーカ許

容値の範囲内であることを確認し，当該非常用発電装置（可搬型）が十分な強度

を有することを確認する。 

 

4. 強度評価結果 

4.1 ＪＥＭ－１３５４又はＪＥＭ－１３９８に規定される温度試験による評価結果 

非常用発電装置（可搬型）は，内燃機関等を含めた一体構造品としてＪＥＭ－

１３５４又はＪＥＭ－１３９８に規定される温度試験により強度評価を実施して

いるため，強度評価結果を重大事故等クラス３機器である非常用発電装置（可搬

型）の冷却水ポンプが記載されている「Ⅵ-3-3-8-1-1-3-1 冷却水ポンプの強度

計算書（高圧発電機車）」及び「Ⅵ-3-3-8-1-1-5-1 冷却水ポンプの強度計算書

（緊急時対策所用発電機）」並びに燃料タンクが記載されている 

「Ⅵ-3-3-8-1-1-3-2 高圧発電機車付燃料タンクの強度計算書」， 

「Ⅵ-3-3-8-1-1-4-1 可搬式窒素供給装置付燃料タンクの強度計算書」及び 

「Ⅵ-3-3-8-1-1-5-2 緊急時対策所用発電機付燃料タンクの強度計算書」に示す。 

強度評価結果より，表１の非常用発電装置（可搬型）の内燃機関は，重大事故

等時における非常用発電装置（可搬型）の所要負荷に対する給電で要求される強

度を有している。 




